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～都市において生活、活動される住民の皆様の
『セーフティネット』の役割を担うことを通じ、
地方自治の発展と住民福祉の向上に寄与します～

　公益社団法人　全国市有物件災害共済会は、昭和24（1949）年１月、
地方自治の発展と住民福祉の向上を目指し、地方自治法第263条の２に基
づき、災害によって、市等が有する公有財産に生じた損害に関する相互救済
事業を実施するため、全国の各市が共同で設置した公益的法人です。
　設立以来これまでに、都市における防災、減災に関する様々な事業を実施
し、その充実に努めてまいりました。
　そして、平成24（2012）年11月には、内閣総理大臣の認定に基づき、「不
特定かつ多数の者の利益を増進する。」公益社団法人として、新たにスタート
いたしました。
　今後とも、「相互救済事業」を柱とし、「防災に係る調査研究及び普及啓発
事業」、「消防・防災施設整備事業等資金融資事業」、「防災専門図書館
事業」及び「防災その他様々な都市機能の健全な維持発展に関する事業」
を加えた５つの公益目的事業並びに「日本都市センター会館事業」及び「全
国各市の利便に資する保険手続きに関する事業」の2つの収益事業を確実
かつ積極的に実施することを通じ、都市で生活、活動される住民の皆様の
「セーフティネット」の役割を担うことにより、本会の目的である地方自治の発展
と住民福祉の向上に寄与してまいります。
　全国の会員市、共済委託団体の皆様方、関係各位の更なる御理解、御
協力のもと、役員及び職員一同、将来にわたって、住民の皆様の信頼を得ら
れますよう、更に努めてまいります。

令和5年8月

公益社団法人　全国市有物件災害共済会
理事長（川崎市長）

福田 紀彦



介
紹
業
事

況
概
業
事

報
情
織
組

要
概
業
事

目次

事業概要

事業紹介
　公益目的事業

　収益事業

事業概況

組織情報
　沿革

　組織概要／組織図／役員名簿

　所在地／交通・アクセスマップ

1

3

15

20

21

23

17



01

　全国市有物件災害共済会（以下「本会」といいます。）は、地方自治の健全な発展と住民福祉
の向上に寄与することを目的に、火災、水災、震災その他の災害による市、市が設置する一部事務
組合等（以下「市等」といいます。）が所有、使用又は管理している財産の損害の救済を事業の柱
として、災害による住民生活に及ぼす被害の防止・軽減のための消防防災施設等の充実に資する
資金貸付、防災に係る調査研究・普及啓発、住民の防災意識の向上を図る事業として、防災専
門図書館事業及び都市機能等に関わる調査研究等関連分野の事業を実施しています。

設立の経緯
　地方自治法第263条の２の規定（巻末に条文掲載）に基づく公益的法人として、市の委託を受
けて市等が所有、使用又は管理している住民の共有の財産である公有財産等の災害による損害
を相互救済する事業（以下「相互救済事業」といいます。）を行うため、設立されたものです（設立：
昭和24年１月）。

相互救済事業
　建物総合損害共済及び自動車損害共済の両事業を柱として、より低廉な共済基金分担金（相
互救済事業に委託している市等から、所定の基準〈以下「基率」といいます。〉により算出し、負担
いただく拠出金）によって市等の財政負担の軽減を図るとともに、万が一の災害の際には、迅速か
つ適正に災害共済金を交付することによって公有財産等の迅速な復興と、住民福祉活動の拠点
の早期回復に資することを通じて、地方自治の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを使命
としています。

事業内容
　当初は、火災による損害（建物）及び自動車損害のてん補でしたが、落雷、破裂・爆発、風水害、
雪害、衝突等、損害のてん補範囲を拡大し、更に地震災害見舞金制度（昭和55年）を設けるな
ど制度の充実を図り、一方で適宜、共済基金分担金基率の改定（主として引下げ）を行うなど、市
等の経費節減を通じて財政負担の軽減にも寄与してきました。
　その後、更なる住民福祉の向上に寄与するため、共済基金及びその運用益を有効活用し、災害
の発生及び拡大の防止・軽減並びに住民の防災意識の向上を図る事業を開始いたしました。
　具体的には、市等の消防防災施設等に対する資金融資（昭和30年度～）は、共済基金を活
用した消防防災施設等の整備促進を図る事業であり、市等に低利な事業資金として利用いただい
ています。さらに、その利子収入を財源として、防災専門図書館の開設（昭和31年度～）、防災に
係る調査研究・普及啓発、都市機能に関わる調査研究（昭和30年度～）等の事業を実施してい
ます。
　これらの経過を踏まえ、現在、本会は地方自治の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを
目的として事業を行っています。

事業概要
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事業紹介
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事業の目的
　低廉な共済基金分担金で公有財産等の災害による一定の損害に対する相互救済事業を行うこ
とにより、市等の経費節減と災害時の財政負担を軽減するとともに、住民負担の軽減と住民福祉活
動拠点の早期回復に資することにより、住民福祉の向上に寄与いたします。

事業の内容

公益目的事業

1 相互救済事業
建物総合損害共済事業・自動車損害共済事業
（定款第４条第1項第1号）

　本事業は、市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用又は管理する財産の災害による
一定の損害をてん補するもので、対象となる公有財産等の種類により、建物総合損害共済と自
動車損害共済の二つの共済種目に分類しています。また、それぞれの共済委託物件を対象に、
各々の共済種目の附帯制度として、地震災害見舞金制度を設けています。
　本事業については、住民の利益の増進が目的であることから、事業の設計及び運営の基本は、
住民福祉活動の拠点であり、安定的な住民生活に必要不可欠である公有財産等の災害による損
害を迅速にてん補し、復旧に資することができる仕組みを構築しています。
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1）建物総合損害共済
〇共済委託できる物件
　市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用又は管理する建物、工作物及び動産を委託
することができます。
　例えば、市の庁舎、学校、市営住宅、ごみ処
理施設、消防署、文化スポーツ施設の建物と、
その施設内の動産、展示品、屋内外の機械な
ども対象となります。また、独立行政法人の医療
機関や大学であっても、その沿革から本会の共
済に委託できる場合があります。
　そのほか、市が所有、使用又は管理する施設
であれば、お城やドームも対象にすることができま
す。

〇主な災害共済金の対象となる損害
・火災による損害
・落雷による損害
・破裂又は爆発による損害
・外部からの物体の落下、飛来
衝突又は倒壊による損害

・車両の衝突又は接触による損害
・破壊行為による損害
・風災又は水災による損害
・雪災による損害
・土砂崩れによる損害

建物総合損害共済の対象となる姫路城
（提供：姫路市）

台風による体育施設の被害

コンベア火災が発生したごみ処理施設
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2）自動車損害共済
 ○共済委託できる自動車

 ○契約の種類と内容
＜総合契約＞
　事故発生の際は、本会が示談を代行する契約です。
　車両共済・対物損害賠償共済・対人損害賠償共済のセットで加入していただきます。

　注）本会の示談代行は、弁護士法第７２条に関連して日本弁護士連合会と協定した内容を遵守
して行っています。

＜基本契約＞
　事故発生の際は、共済委託団体が相手方との示談交渉を行う契約です。
　車両共済への加入は必須になります。対物賠償共済・対人賠償共済は任意で加入とすること
ができます。

★ 共済基金分担金基率
　共済委託にあたり負担していただく分担金は、いかなる物件も加入しやすい低廉な基率を設定し、
市の財政負担を抑えています。

注）建物共済は、地区ごとに分担金基率が異なります。
上記の例は、いずれも関東地区の分担金となります。

注）自動車共済の例は、対物・対人賠償共済の責任額を無制限とした場合の分担金となります。

建物総合損害共済
分担金（１年間）設定例（関東地区）

自動車損害共済（総合契約）
分担金（１年間）設定例

市庁舎　（１級構造）
再調達価額１０億円

39,000円 ２７，６７０円
乗用車
車両価額200万円

アリーナ（２級構造）
再調達価額 １億円

11,300円 ２７，７４０円
消防車
車両価額５千万円

事業紹介

　市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用又は管理する自
動車を委託することができます。
　乗用車のほか、二輪車、市営バス、ごみ収集車、消防車、救急車
も対象になります。
　また、災害時や選挙期間中に、市が一時的に借り上げ、管理して
いる自動車も対象にすることができます。
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３）地震災害見舞金制度
　本制度は、建物総合損害共済及び自動車損害共済の附帯制度として、昭和５５年７月から実
施しています。
　地震災害については、損害規模の巨大性及び統計的な損害予測の困難性など、本会のよう
な事業規模の団体が共済制度として営むことは困難であることから、交付総額に限度を設けた見
舞金制度として創設されました。
　近年では、公的施設が地震被害に遭ったときは国による支援も行われることから実質的な施設の
復旧は公的な支援制度に委ねるものとし、本会の地震災害見舞金は、使途を施設の復旧に限定
することはせず、共済委託団体で幅広く活用できるものとしています。なお、平成２３年３月１１日に
発生した東日本大震災による未曽有の大災害に際しては、現行制度の地震災害見舞金約３２億
6 千万円に、特例措置による見舞金１１９億円を加算し、合計約１５１億 6 千万円を交付することで、
巨大な津波により被災された共済委託団体を支援しました。

熊本県熊本地方を震源とする地震で被害を受けた熊本城

（参考）主な地震災害見舞金交付状況　（交付額が1億円以上のものを掲載）
災害名 団体数 金　額発生年月日

兵庫県南部地震

芸予地震

新潟県中越地震

能登半島地震

新潟県中越沖地震

東北地方太平洋沖地震

長野県北部を震源とする地震

熊本県熊本地方を震源とする地震

鳥取県中部を震源とする地震

大阪府北部を震源とする地震

福島県沖を震源とする地震

福島県沖を震源とする地震

平成 7年 1月17日

平成13年 3月24日

平成16年10月23日

平成19年 3月25日

平成19年 7月16日

平成23年 3月11日

平成26年11月22日

平成28年 4月16日

平成28年10月21日

平成30年 6月18日

令和 3年 2月13日

令和 4年 3月16日

53

27

10

10

11

174

4

20

3

22

36

51

2,217,600,000円

124,650,000円

315,270,000円

138,320,000円

430,540,000円

15,161,870,000円

106,480,000円

2,474,050,000円

110,430,000円

311,630,000円

484,260,000円

839,910,000円



07

事業紹介

　　事業の目的
　本事業は、相互救済事業の実施に伴い収集される事故データから、発生件数が増加傾向にあ
るものや大事故の例があるものなどについて、防災対策の調査研究及び普及啓発を行い、事故の
発生や災害による公有財産等の損害の防止や減少を図ることで、住民福祉活動拠点の防災機能
を高め、住民福祉の増進に寄与するものです。

　　事業の内容及び実績
　本事業は、現在「ごみ処理施設の火災や爆発事故」、「落雷事故」及び「公用車の交通事故」
を対象として各事業を実施しています。
　「ごみ処理施設」は、住民の生活環境を維持するために必要不可欠な施設であり、一たび火災
や爆発事故が発生すると、作業員の人身被害のほか、ごみ処理施設の損壊、施設の稼動停止な
ど、住民生活にも大きな影響を及ぼすことになります。
　また、「落雷事故」はシステムの機能停止や誤動作等により、住民福祉活動の停止や遅延を招
き、住民の日常生活に大きな影響がでることがあります。
　これらの事故は、相互救済事業の事故データにおいても、発生件数の増加や大事故例など際
立つ傾向があり、次のような事故防止対策の調査研究・普及啓発を実施しています。

1）ごみ処理施設の事故防止に関する調査研究等
　ごみ処理施設は、快適な住民生活や都市における活動において重要な公共施設の一つであり、
一たび火災や爆発の事故が起こると、施設の損壊はもとより稼動停止による生活環境の悪化など、
共済委託団体や住民への被害は甚大なものとなります。
　本会では、かねてより増加傾向にあったごみ処理施設における火災や爆発事故の防止対策とし
て、調査研究を継続的に行ってきました。近年の取組は次のとおりです。

【各種事故防止対策マニュアルの刊行】
　平成２１年度に「ごみ処理施設の火災
と爆発事故防止対策マニュアル」、平成
2４年度に「現場で役立つごみ処理施設
の火災事故防止ツール集」、平成26年
度に「ごみ処理施設の火災事故防止の
ための防火安全マネジメントマニュアル」を

2 防災に係る調査研究及び普及啓発事業
（定款第４条第１項第２号）

各種事故防止対策マニュアル　ホームページからダウンロードできます。
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刊行し、全国の自治体をはじめ、ごみ処理施設関係者等（民間企業・大学・研究者）へ広く提
供しています。

【ごみ処理施設事故防止対策セミナー・研修会】

2）雷害低減防止対策に関する調査研究等
　地方自治体施設の落雷被害件数は、最近の10年間において高い水準で推移しており、早急な
実効性のある被害低減策が求められています。
　本会では、住民の生活において重要度が高い施設を対象として、雷害の実態調査及び被害低
減に資する調査研究を行っています。

【雷害対策ガイドブックの刊行】
　過去に雷害被害にあった共済委託団体の防災行
政無線施設の子局について、平成24年度に一般財
団法人全国自治協会との共同研究として、実証実験
を行いました。
　その結果に基づき、平成25年度に「防災行政無線
子局のための雷害対策ガイドブック」を、また、平成26
年度に学校施設等の対策として「公共施設のための
雷害対策ガイドブック」をそれぞれ刊行し、全国の自治
体等に広く配布しています。

[落雷事故被害低減セミナー ]
　雷に関する専門家を講師として、市等の施設管理担当者及び技術担当者を対象に、雷害対策
の基本的な考え方と技術動向について、理解を深めることを目的としたセミナーを落雷多発地域に
おいて行っています。

3）公用車の交通事故防止対策に関する取組
　本会では、安全運転講習会を開催するほか、「地方公共団体における公用車事故防止対策資
料集」を全国の共済委託団体に配布し、公用車の事故防止に関する普及啓発を行っています。

各種雷害対策ガイドブック　
ホームページからダウンロードできます。

　ごみ処理施設の事故防止対策の専門家を講師として、実際にごみ処理施設において業務に従
事している各市職員等を対象に、最近のハード面やソフト面における情報等を織り込んだ事故
防止対策について、全国の各地区においてセミナーを行っています。
　また、事故防止対策の専門家が施設状況を確認し、施設の特性を踏まえた事故防止対策を提
案する研修会も開催しています。
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事業紹介

　　事業の目的
　消防・防災施設整備事業等資金融資事業は、市等が実施する安全・安心な住民生活に必要
不可欠な消防・防災施設整備事業等の事業資金を低利で融資し、活用いただくことにより、市等
の財政負担の軽減に寄与するとともに様々な都市機能の整備、充実を図ることで、住民福祉活動
の向上に資することを目的としています。

事業の内容
　相互救済事業の一部を活用し、市等が実施する消防・防災施設整備等の事業資金を低利で
融資する事業です。
　地方債資金区分上、民間等資金債を充当する事業に資金を提供します。

　融資の対象となる事業については、次のとおりです。

● 消防庁舎の建設、防火水槽・消火栓の設置、消防自動車・救急自動車の購入、震災対策施
設の整備等に関する事業

● 自然災害の発生の予防、又は災害の拡大防止に関する事業
● 大規模地震等災害時に、防災拠点となる公共施設等の耐震化事業など
なお、融資する事業は、総務大臣若しくは都道府県知事の同意又は許可を受けたものなどが対
象となります。ただし、届出の場合「協議をしたならば同意すると認められない。」旨の通知を受けた
ものは、融資の対象外となります。

　償還期間は、5年（1年）、7年（1年）又は10年（2年）を選択できます（かっこ内は、元金据え置き期間）。
　償還方法は、半年賦元利均等又は半年賦元金均等となっています。
　融資利率は、同条件の財政融資資金貸付金利と同率ですが、共済委託団体は、0.1ポイントを
減じた率（ただし、その率が0.1%を下回る場合は財政融資資金貸付金利と同率）が適用されます。

　　事業の特色
●公益目的の融資制度
市等が実施する消防・防災施設整備事業等を融資対象としています。
相互救済事業と相互補完関係にある公益目的の融資事業として、消防・防災施設の整備事
業等に低利の事業資金を提供し、安全・安心な街づくりにお役立ていただいています。

3 消防・防災施設整備事業等資金融資事業
（定款第４条第１項第３号）
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償還期間５年（据置１年）

償還期間７年（据置１年）

償還期間１０年（据置２年）

償還期間、償還方法の区分

元利均等償還
元金均等償還
元利均等償還
元金均等償還
元利均等償還
元金均等償還

利　率
共済委託団体適用 その他の団体適用

年 度
融資金額

団体数 金 額

　利子として得られた収益は、本会の防災専門図書館事業や防災に関する事業などの公益目的
事業で更に活用します。

●利用しやすい融資制度
● 証書方式により借入れ手続が簡便です。管理手数料は、掛かりません。
● 繰上償還時の補償金、手数料負担はありません。

●有利な融資利率
● 民間等資金債を公的資金と同率以下の利率で融資するため、民間金融機関借入等より調達コス
トが低く抑えられます。
（参考）令和４年度融資利率

　融資利率は、融資日における財政融資資金貸付金利のうち、償還期間、元金の据置期間及び
償還方法が同一条件のものと同率（共済委託団体は0.1ポイント減じた率。ただし、その率が0.1%
を下回る場合は財政融資資金貸付金利と同率）です。

注）融資の詳しい内容については、本会ホームページ「会員市（共済委託団体）のページ」中、「事
務手引・様式集」にある「消防・防災施設整備事業等資金融資事務取扱の手引」をご参照くだ
さい（共済委託されていない団体におかれては、本冊子裏面の地区事務局にお問い合わせくださ
い。）。

　　事業の状況

●令和４年度末の融資金残額は、
38,894,550千円となっております。

0.10%
0.10%
0.20%
0.20%
0.30%
0.30%

0.20%
0.20%
0.30%
0.30%
0.40%
0.40%

R4

R3

R2

R1

H30

290

265

290

302

299

10,571,100千円

4,466,900千円

4,783,600千円

8,663,600千円

9,445,100千円
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事業紹介

　　事業の目的と内容
　防災専門図書館は、「防災、災害に関する資料の収集とその活用・発信を通じて、住民のセー
フティネットに貢献する。」ため、昭和31（1956）年７月に開設されました。
　開設以来、台風や地震などの自然災害をはじめ、火災や事故、環境問題など様々な災害やその
対策に関する資料等の収集と充実に努め、約17万冊の図書と約720タイトルの国内外の専門誌
のほか、ビデオ、ＤＶＤ、災害資料として貴重な江戸時代のかわら版・絵図類を所蔵しており、防災・
災害に関して一般公開している専門図書館としては、国内唯一となっています。
　とりわけ本館の蔵書の特徴は、地域防災計画などの官公庁出版物をはじめ、研究機関などの調
査報告書・防災パンフレットなど、広く関係機関から寄贈いただいた市販されていない資料が70%
以上を占めていることです。
　蔵書は、災害を独自の十進分類法により整理・登録し、下記のとおりホームページから検索でき
るようにしています。
　また特別コレクションであるかわら版・絵図90点、『（震災予防調査報告）関東大地震調査報文』
全6巻のほか、多くの古文書や被災写真を高精細画像でデジタル化し、図書館ホームページ上で公
開しています。
　皆様の御利用、御活用をお待ちしております。

図書や雑誌を探す

本会ホームページ のバナー　　　　　　　　　からお入りください。防災専門図書館URL https://city-net.or.jp/

4 防災専門図書館事業
（定款第４条第１項第４号）
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防災専門図書館の利用案内
●蔵書の構成
　約17万冊を数える蔵書は、次のような独自の十進分類法により整理しています。

000　災害一般
100　火　災
200　風水害・雪害
300　地震・噴火・津波
400　交通災害
500　農業災害
600　鉱・工業災害
700　公　害
800　戦　災
900　その他一般

●図書館の利用案内

●お問合わせ
【TEL】03-5216-8716　【FAX】03-3265-8222
【E-mail】lib.bousai@city-net.or.jp
【ホームページ】https://city-net.or.jp/products/library/

開 館 時 間 9：00～17：00 

休 館 日 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末・年始、館内整理日

利 用 方 法 どなたでも、無料で御利用いただけます。

閲 覧 方 法 閲覧室の資料以外は、検索用パソコンから検索し、受付カウンターでお申込みください。
ホームページからも、蔵書検索ができます。

災害関係資料に関する事項をはじめとして、できる限りお応えします。
メールでも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

文献資料の
複写

著作権法に定められた範囲での文献資料の複写が、実費でできます。
ただし、古書や破損のおそれがあるなど、複写できない資料があります。
郵送サービスも行っています。詳しくは、ホームページの文献複写案内をご覧ください。

レファレンス・
サービス  

１回の貸出冊数は５冊、貸出期間は１０日（首都圏以外は１ヶ月）を限度としています。
図書・資料の館外貸出は、現在、市等関係者のみに限っております。

なお､古書等の館外貸出できない資料があります。
貸 　 　 出

HP Twitter 3D-VR
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事業の目的
　防災に関するセミナーの開催や、消防、防災及び安全・安心なまちづくり等に関し、全国的規模
で実施している調査研究、普及啓発等の事業に対する助成を行い、多角的に住民に寄与すること
を目的とします。

事業の内容
1）都市防災推進セミナー並びに防災フォーラムの開催
　都市防災の推進と防災意識の向上を図ることを目的として、平成11年度から防災セミナーを開催し
ています。

5 防災その他様々な都市機能の
健全な維持発展に関する事業
（定款第４条第１項第5号）

事業紹介

　令和4年度の「第24回都市防災推進セミナー」では、「個別避難計画と地域共生社会づくり」をテーマに、
総務省防災課長、学識経験者、市職員による講演及びパネルディスカッションを行い、その模様を動画配
信しました。
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　また、過去の大震災の教訓を踏まえ、建築物の耐震化を推進する等により防災対策に資すること
を目的とし平成25年度から「防災フォーラム」を開催しています。

　「都市防災推進セミナー」及び「防災フォーラム」は、地域防災を推進するNPO法人「東京いのち
のポータルサイト」等との共催により、国、東京都等の行政機関、学会をはじめとする関係団体等か
ら後援をいただき開催しています。

2）消防、防災及び安全・安心のまちづくり等に関する全国的規模での調査研究、
普及啓発等の事業に対する助成

　防災及び危機管理並びにその実現に資する地方行財政対策等に関する調査研究等事業（全
国市長会及び全国市議会議長会）、安全・安心なまちづくりの前提となる都市政策、行政経営等
の都市問題調査研究事業（公益財団法人日本都市センター）、国民の安全・安心を図る消防防
災の分野において大きな役割を果たしている、消防団にかかる活動情報提供事業（公益財団法人
日本消防協会）、次代の消防団員育成を推進するための少年消防クラブ活性化推進事業（一般
財団法人日本防火・防災協会）に対し助成を行っています。

〈参考・各団体HPアドレス〉
＊全国市長会http://www.mayors.or.jp/
＊全国市議会議長会http://www.si-gichokai.jp/
＊公益財団法人日本都市センター http://www.toshi.or.jp/
＊公益財団法人日本消防協会https://www.nissho.or.jp/
＊一般財団法人日本防火・防災協会https://www.n-bouka.or.jp/
＊NPO法人東京いのちのポータルサイトhttps://www.tokyo-portal. info/

　令和４年度は、「首都直下地震の被害想定とマンション防災」をテーマに、学識経験者による講
演及びパネルディスカッションを行い、その模様を動画配信しました。
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　日本都市センター会館は、相互救済事業において巨大災害の発生等に備えるための支払準備
資産の一部を土地、建物として保有するとともに、全国の都市関係者等の東京における様々な活
動の拠点のほか、広く一般の御利用にも供するため昭和34年に建設され、現建物は平成11年に
建て替えたものです。

1）都市センターホテル（リーガロイヤルホテルグループ）
　都心の好アクセスな立地（最寄り駅；東京メトロ永田町駅、
麹町駅、赤坂見附駅）にあり、宿泊、会議、飲食などに御利用
いただいております。
○客室（14階～ 22階）
総室数327室。シングル156室、セミダブル26室、ダブル31
室、スマートツイン26室、ツイン72室（うち、お身体の不自由
な方にもご利用いただけるハンディキャップルーム2室）、デラッ
クスツイン12室及び和室４室
○会議室（３階～７階）
全25室。最大750名収容のホール「コスモスホール」もあり、
国際会議にも対応可能な同時通訳設備を有しております。

○レストラン
和食処「梅林」（１階）、洋食レストラン「アイリス」及び「ラウン
ジ」（ロビー階）

<参考>都市センターホテルHPアドレス  https://www.rihga.co.jp/toshicenter

6階会議室

和室（22F）

ツインルーム

）F1（」林梅「処食和 ）ービロ（」スリイア「ンラトスレ

コスモスホール（3F）

日本都市センター会館事業
（定款第４条第１項第6号）1

収益事業

事業紹介
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2）オフィス（貸事務室）
　日本都市センター会館8 ～９階及び11～12階は事務所フロアとして、全国の市等の東京事務
所などに御利用いただいております。

1）道路賠償責任保険取扱業務（事業開始：昭和49年度）
　市が管理する道路について、道路の設置又は管理の瑕疵（かし）により生じた偶然な事故により、
通行者など第三者の死亡若しくは傷害、又はその財物の損壊が生じた場合、市が道路管理者として
国家賠償法等法律上の賠償責任を負わなければなりません。

　道路賠償責任保険は、自治体が所有・使用・管理する道路を補償対象とするために開発され
た専用保険商品です。
　昭和49年度より、会員各市からの御要望を受け、市が管理する道路の賠償責任を補償する道
路賠償責任保険契約を本会が損害保険会社と締結し、現在に至っております。この全国の市を本
会が取り纏める契約方式（団体契約）は、市が単独で保険会社と契約するよりも年度ごとの事故リ
スクの変動を抑えることができることから、低廉かつ安定した保険料により会員各市の財政負担の軽
減に寄与しています。

2）自動車損害賠償責任保険代理店業務（事業開始：昭和30年度）
　市等の保有車両管理の一助とするため、損害保険会社の代理店として自動車損害賠償責任
保険（自賠責保険）の取扱いを行っています。

全国各市の利便に資する保険手続きに関する事業
（定款第４条第１項第7号）2

9F

大分市東京事務所・浜松市東京事務所・福岡市東京事務所・姫路市東京事務所・

相模原市東京事務所・下関市東京事務所・鹿児島市東京事務所・宮崎市東京事務所・

(株)病院新聞社・旭川大雪圏東京事務所

福山市東京事務所・秋田市東京事務所・久留米市東京事務所・津市東京事務所・

豊田市東京事務所・岩見沢市東京事務所・さいたま市東京事務所・熊本県市長会東京事務所・

佐世保市東京事務所・呉市東京事務所・四日市市東京事務所・松山市東京事務所・

横浜市東京事務所

仙台市東京事務所・釧路市東京事務所・豊橋市首都圏活動センター・熊本市東京事務所・

静岡市東京事務所・新潟市東京事務所・千葉市東京事務所

公益財団法人日本都市センター

12F

11F

8F
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1.相互救済事業

契約件数

分担金額

共済金支払件数

共済金支払金額

損害率

支払備金

327,212

7,048,635

3,892

5,564,059

78.9

18,391,000

327,743

6,900,030

4,992

9,913,865

143.7

18,008,000

△ 531

148,604

△ 1,100

△ 4,349,805

△ 64.8

383,000

99.8

102.2

78.0

56.1

―――

102.1

件

千円

件

千円

％

千円

件

千円

件

千円

％

千円

件

千円

件

千円

ポイント

千円

％

％

％

％

％

①建物総合損害共済
令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比

契約台数

分担金額

共済金支払件数

共済金支払金額

損害率

損害平衡負担金

損害率（含損害平衡負担金）

支払備金

台

千円

件

千円

％

千円

％

千円

台

千円

件

千円

％

千円

％

千円

台

千円

件

千円

ポイント

千円

ポイント

千円

％

％

％

％

％

％

②自動車損害共済
令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比

分担金額

共済金支払件数

共済金支払金額

損害率

支払備金

千円

件

千円

％

千円

千円

件

千円

％

千円

千円

件

千円

ポイント

千円

％

％

％

％

合　　計（①+②）
令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比

団体数

交付額

団体

千円

団体

千円

団体

千円

％

％

③地震災害見舞金交付状況
令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比

1 事業経営状況
（令和４年度決算の大要）

※千円未満切り捨て

204,419

3,237,753

14,508

2,204,788

68.1

3,649

68.0

697,000

205,329

3,264,121

14,180

2,291,526

70.2

10,401

70.0

835,000

△ 910

△ 26,368

328

△ 86,738

△ 2.1

△ 6,752

△ 2.0

△ 138,000

99.6

99.2

102.3

96.2

―――

35.1

―――

83.5

10,286,389

18,400

7,768,848

75.5

19,088,000

10,164,152

19,172

12,205,392

120.1

18,843,000

122,236

△ 772

△ 4,436,543

△ 44.6

245,000

101.2

96.0

63.7

―――

101.3

58

853,290

44

498,250

14

355,040

131.8

171.3
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2.消防・防災施設整備事業等資金融資事業

市数

手数料収入

市

千円

市

千円

市

千円

①道路賠償責任保険取扱業務
令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比

取扱台数

手数料収入

台

千円

台

千円

台

千円

②自動車保険損害賠償責任保険代理店業務
令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比

前年度末融資残額

当期償還金額

当期融資団体数

当期融資額

期末融資残額

千円

千円

団体

千円

千円

千円

千円

団体

千円

千円

千円

千円

団体

千円

千円

令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比

防災専門図書館費

蔵書数

来館者数／非来館者数*／問合せ件数

インターネットアクセス件数
*非来館者数：メール等での問合せ者数

9,233 千円

171,424 冊

720 人

25,558 件

（令和4年度実績）

（当年度中増加1,534冊）

229 人 565 件

3.防災専門図書館事業

5.全国各市の利便に資する保険手続きに関する事業

4.日本都市センター会館事業

87.9

93.3

109.4

236.7

104.3

％

％

％

％

％

貸室　団体数

貸室収益

会議室収益

客室　宿泊者数

客室収益

食堂収益

その他会館事業収益

令和４年度実績 令和３年度実績 増 △ 減 対前年度比
106.9

101.2

176.3

204.1

213.5

244.8

106.8

％

％

％

％

％

％

％

団体

千円

千円

人

千円

千円

千円

団体

千円

千円

人

千円

千円

千円

団体

千円

千円

人

千円

千円

千円

37,289,526 

8,966,075 

290 

10,571,100 

38,894,550 

42,429,494 

9,606,868 

265 

4,466,900 

37,289,526 

△ 5,139,968

△ 640,793

25

6,104,200

1,605,024

31 

174,785 

733,360 

108,754 

699,213 

172,224 

60,609 

29 

172,731 

415,987 

53,286 

327,492 

70,367 

56,742 

2

2,054

317,373

55,468

371,721

101,857

3,867

606 

36,486 

604 

36,010 

2

476

100.3%

101.3%

10,342 

16,293 

10,274 

16,186 

68

107

100.7%

100.7%
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2 共済事業の実績
（令和２年～令和４年度）

324,617
327,743
327,212

5,071
4,992
3,892

Ｒ2
　3
　4

68億6,423万円
69億0,003万円
70億4,863万円

87億5,912万円
99億1,386万円
55億6,405万円

Ｒ2
　3
　4

204,483 
205,329 
204,419 

13,784 
14,180 
14,508 

Ｒ2
　3
　4

32億4,861万円
32億6,412万円
32億3,775万円

23億4,333万円
22億9,152万円
22億0,478万円

Ｒ2
　3
　4

0

5,000

10,000

15,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

R2 3 4

支払件数

年度

受託台数 支払件数

18,000

0

5

10

15

20

25

30

35

Ｒ2 3 4

年度

分担金 共済金

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000
支払件数受託件数

年度

受託件数 支払件数

0

20

40

60

80

100

120

Ｒ2 3 4

金額
(億円)

金額
（億円）

年度

分担金 共済金

Ｒ2 3 4

受託台数



実績｜沿革
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況
概
業
事

2020202020202202000002200

昭和23  法人設立許可（24. 1.14）

火災共済事業開始（24. 1.18）

　　27 自動車損害共済事業開始（27. 7.21）

　　30 全国市長会に対する協助金制度実施

準備積立金特別運用制度（消防施設整備資金還元融資）実施 

自動車損害賠償責任保険代理店業務開始

　　31 全国市議会議長会に対する協助金制度実施 

防災専門図書館開設

　　33 創立10周年記念式典挙行

日本都市センター会館（旧会館）竣工

　　35 風水災害見舞金制度実施

　　38 日本都市センター会館別館竣工

　　39 建物総合損害共済制度実施

　　43 建物総合損害共済事務に電子計算組織の利用開始（計算委託）

　　45 自動車損害共済事務に電子計算組織の利用開始（計算委託）

　　46 日本都市センター会館別館増築竣工

　　47 自動車損害共済損害平衡負担金規程制定

　　49 道路賠償責任保険取扱業務開始

　　55 還元融資規程制定

地震災害見舞金規程制定

　　60 日本都市センター会館事務所棟竣工

平成  4 破砕処理施設の爆発事故防止対策マニュアル刊行

　　10 破砕処理施設の火災と爆発事故防止対策マニュアル刊行

　　11 日本都市センター新会館竣工式典挙行

　　14 ホームページ開設

　　15 破砕処理施設の火災・爆発事故調査報告書刊行

　　17 自動車損害共済総合業務規程制定（総合契約業務開始）

落雷事故被害軽減対策に関する調査報告書刊行

　　21 ごみ処理施設の火災と爆発事故防止対策マニュアル刊行

　　22 「防災専門図書館所蔵火災・地震関係かわら版」Ｗｅｂコンテンツ開設

　　23 （議案）公益社団法人への移行認定申請について（23.6.14通常総会）

内閣府公益認定等委員会に対し公益社団法人への移行認定申請（23.9.16）

東日本大震災等に伴う地震災害見舞金（特例措置）を交付

　　24 内閣総理大臣から理事長あて認定書交付（24.10.23）

公益社団法人全国市有物件災害共済会設立登記（24.11.1）

　　26 公共施設のための雷害対策ガイドブック刊行

ごみ処理施設の火災事故防止のための防火安全マネジメントマニュアル刊行

　　28 共済基幹システム稼働

令和  3 全国792市の全てが入会（3．4．1）

沿革

報
情
織
組
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組織概要

組 織 図

設 立
公益社団法人移行
事 務 局 所 在 地
会 員 市 数
役 員

事 業 内 容

昭和 24 年 1 月 14 日
平成 24 年 11 月 1 日
東京都千代田区平河町二丁目 4番 1号
792 市
理事長　福田 紀彦（川崎市長）
理事長職務代理者　高橋　徹（大阪市副市長）
常務理事　三冨 吉浩
理事　17 名（代表理事 3名を除く）
監事　2名
顧問　3名
公益目的事業
相互救済事業（建物総合損害共済事業・自動車損害共済事業）、防災対策の調査研
究及び普及啓発事業、消防・防災施設整備事業等資金融資事業、防災専門図書館
事業、防災その他様々な都市機能の健全な維持発展に関する事業
収益事業
日本都市センター会館事業、全国各市の利便に資する保険手続きに関する事業（道
路賠償責任保険取扱業務・自動車損害賠償責任保険代理店業務）

<令和５年８月現在>

総会・理事会

総　務　部 総　務　課

経営監理課

経　理　課

管　理　課

企画・防災課

共済事業課

財　務　部

業　務　部

北海道地区事務局

東北地区事務局

関東地区事務局

北信地区事務局

東海地区事務局

近畿地区事務局

中国地区事務局

四国地区事務局

九州地区事務局

代 表 理 事

理　　　事

監　　　事

会計監査人

顧　　　問

事　務　局

本部事務局 総　務　係

職　員　係

建物共済係

自動車共済係
技　　　監

理　　事　　長
理事長職務代理者
常　務　理　事



組織概要・組織図・役員名簿
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役員名簿
<令和５年８月現在>

役　　職 氏　　名 常勤・非常勤

顧　　問

顧　　問

顧　　問

全 国 市 長 会 会 長

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長

公益財団法人日本都市センター理事長

立　谷　秀　清

坊　　　恭　寿

大　西　秀　人

非常勤

非常勤

非常勤

川 崎 市 長

大 阪 市 副 市 長

札 幌 市 副 市 長

旭 川 市 副 市 長

仙 台 市 副 市 長

宇 都 宮 市 副 市 長

日 野 市 副 市 長

新 発 田 市 副 市 長

金 沢 市 副 市 長

関 市 副 市 長

名 古 屋 市 副 市 長

京 都 市 副 市 長

神 戸 市 副 市 長

倉 敷 市 副 市 長

広 島 市 副 市 長

高 松 市 副 市 長

宇 和 島 市 副 市 長

福 岡 市 副 市 長

熊 本 市 副 市 長

理事長

理事長職務代理者

常務理事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

監　　事

監　　事

福　田　紀　彦

高　橋　　　徹

三　冨　吉　浩

町　田　隆　敏

中　村　　　寧

藤　本　　　章

酒　井　典　久

荻　原　弘　次

伊　藤　純　一

新　保　博　之

山　下　清　司

杉　野　みどり

坂　越　健　一

今　西　正　男

生　水　哲　男

前　　　健　一

加　藤　昭　彦

玉　田　光　彦

光　山　裕　朗

深　水　政　彦

遠　藤　幸　子

西　川　　　敏

非常勤

非常勤

常　勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤



●電車でお越しの場合
麹町駅【東京メトロ 有楽町線】
半蔵門方面1番出口より徒歩約4分

永田町駅【東京メトロ 有楽町線・半蔵門線・南北線】
4番・5番出口より徒歩約4分
9b番出口より徒歩約3分
※永田町駅からのアクセスは、5番出口方面の先にある
9b出口が便利です。
日本都市センター会館前のプリンス通りに出られます。

赤坂見附駅【東京メトロ 丸の内線・銀座線】
D出口より徒歩約8分

四ツ谷駅【JR中央線】
麹町出口より徒歩約14分

●都バスでお越しの場合

都バス橋６３　
平河町2丁目「都市センター前」下車
（新橋駅～市ヶ谷駅～小滝橋車庫前）

●お車でお越しの場合
首都高速　霞ヶ関出口より5分

■交通機関と所要時間

23

組織情報

所在地/交通・アクセスマップ

●9b番出口
●5番出口

国立劇場

ホテル
ニューオータニ

●砂防會館

麹町中学校

城西大学

●JA共済ビル

文藝春秋社●

首都高速 4号新宿線

国道 246

新宿通り

1番出口●1番出口●

半蔵門駅麹町駅
東京メトロ 東京メトロ 

永田町駅
東京メトロ 

★日本都市センター
会館

り
通
ス
ン
リ
プ

り
通
坂
貝



所在地/交通・アクセスマップ
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地方自治法（昭和22年法律第67号）抄
第263条の２
①普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託
することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産
の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
（昭38法律99本項一部改正）
②前項の公益的法人は、毎年１回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体
の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に２回以上掲載しなければならない。

③第１項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法（平７法律105）は、これ
を適用しない。
（平7法律106本項一部改正）
（平25法律44本項一部改正）

（昭23法律179本条追加）

公益社団法人　全国市有物件災害共済会ガイドブック
発 行
発 行 者

印 刷

令和5年8月　第17版
公益社団法人全国市有物件災害共済会
〒  102-0093　東京都千代田区平河町二丁目4番1号  日本都市センター会館内
☎ 03-5216-8712
株式会社 丸井工文社
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〒060-0002 札幌市中央区北2条３丁目1番地 太陽生命ひまわり札幌ビル6階

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル5階

〒920-0999 金沢市柿木畠1番1号 金沢市役所第二本庁舎２階

https://city-net.or.jp


